
九州地方整備局

九 州 地 方 整 備 局 発表日 平成２０年１２月１５日

記 者 発 表

九州地方整備局事業評価監視委員会
（ ）(平成２０年度第３回)の議事概要について 速報

■開催日時：平成２０年１２月１５日(月) １３：３０～１７：００

■開催場所：第三博多偕成ビル ４階大会議室

■主な議事

再評価対象事業の審議 ［河川３事業、公園１事業］

・川内川河川改修事業 （鹿児島県・宮崎県）

・肝属川河川改修事業 （鹿児島県）

・松浦川改修事業 （佐賀県）

・国営海の中道海浜公園 （福岡県）

事後評価対象事業の審議［河川６事業、港湾１事業］

・川内川床上浸水対策特別緊急事業（川内川上流） （鹿児島県）
・番匠川床上浸水対策特別緊急事業（脇排水機場） （大分県）

・五ヶ瀬川床上浸水対策特別緊急事業（ ） （宮崎県）松山地区・小峰地区
・菊池川水系木葉川災害復旧等関連緊急事業 （熊本県）

・白川特定構造物改築事業（代継橋） （熊本県）

・肝属川直轄総合水系環境整備事業（串良川浄化事業 （鹿児島県））

・中津港（田尻地区）複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業 （大分県）

なお、議事概要についての詳細は、別紙のとおりとなります。

＜問い合わせ先＞

国土交通省九州地方整備局 TEL 092-471-6331（代表）

○事業評価全般 地方事業評価管理官 枝川 眞弓 （内線 2118）

企画部 建設専門官 川口 芳人 （内線 3156）

○河川事業関係 河川部 河川計画課長 朝田 将 （内線 3611)

河川環境課長 石川 博基 (内線 3651)

○公園事業 建政部 建設専門官 平塚 勇司 （内線 6115)

○港湾事業 港湾空港部

港湾計画課長 濱口 信彦 (内線 320)
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九州地方整備局事業評価監視委員会（平成２０年度 第３回）
議 事 概 要 （ 速 報 ）

○日 時 平成２０年１２月１５日（月）１３：３０～１７：００

○場 所 福岡市博多区 第三博多偕成ビル ４階大会議室

○出席者
・委 員 善委員長、秋山委員、小野委員、木原委員、田中委員、野見山委員

・整備局 岡本 局長、佐藤 副局長、上田 総務部長、森北 企画部長、藤澤 河川部長
梶原 港湾空港部長、中島 建政部長、川元 営繕部長、鎗田 用地部長
野口 道路部長 他

○資 料
・資 料－１ 議事次第
・資 料－２ 九州地方整備局事業評価監視委員会( )座席表平成２０年度 第３回
・資 料－３ 九州地方整備局事業評価監視委員会 委員名簿
・資 料－４ 平成２０年度第３回委員会 事業再評価（河川３事業、公園１事業）

事後評価 （河川６事業、港湾１事業）

○議 事
１．開 会
２．出席者の紹介
３．第２回委員会附帯事項について
４．対象事業の審議

１）重点審議事業の選定説明

２）再評価対象事業の説明、審議 （河川３事業、公園１事業）

・川内川河川改修事業

・肝属川河川改修事業

・松浦川河川改修事業
・国営海の中道海浜公園

３）事後評価対象事業の説明・審議（河川事業６事業、港湾事業１事業）
・川内川床上浸水対策特別緊急事業（川内川上流）
・番匠川床上浸水対策特別緊急事業（脇排水機場）
・五ヶ瀬川床上浸水対策特別緊急事業（松山地区、小峰地区）
・菊池川水系木葉川災害復旧等緊急事業
・白川特定構造物改築事業（代継橋）
・肝属川直轄総合水系環境整備事業（串良川浄化事業）
・中津港（田尻地区）複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業

５．閉 会
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位 置 図（再 評 価）

鹿児島県

宮崎県

大分県

熊本県

長崎県

福岡県

佐賀県

凡例

県 境
再評価

国営海の中道海浜公園

川内川河川改修事業

松浦川河川改修事業

肝属川河川改修事業
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位 置 図（事後評価）

鹿児島県

宮崎県

大分県

熊本県

長崎県

福岡県

佐賀県

凡例

県 境
事後評価

菊池川水系木葉川災害
復旧等関連緊急事業

番匠川床上浸水対策特別緊急事業
（脇排水機場）

中津港（田尻地区）
複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業

五ヶ瀬川床上対策特別緊急事業
（松山地区、小峰地区）

肝属川直轄総合水系環境整備事業
（串良川浄化事業）

白川特定構造物改築事業
（代継橋）

川内川床上浸水対策特別緊急事業
（川内川上流）
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九州地方整備局事業評価監視委員会 委員名簿

あきやま じゅいちろう

○秋山 壽一郎 九州工業大学工学院工学研究院教授

あさの なおひと

浅野 直人 福岡大学法学部教授

いのうえ のぶあき

井上 信昭 福岡大学工学部教授

お の ゆういち

小野 勇一 九州大学名誉教授( )北九州市立いのちのたび博物館館長

きはら たかし

木原 隆司 九州大学大学院経済学研究院教授

ぜん こうき

◎善 功企 九州大学大学院工学研究院教授

たなか こうじ

○田中 浩二 （社）九州経済連合会 副会長

のみやま みちこ

野見山 ミチ子 ＮＰＯ直方川づくりの会理事長

※◎印：委員長 ○印：副委員長

（五十音順、敬称略）
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○第２回委員会の附帯事項について

前回委員会の附帯事項であったTCM調査におけるアンケート調査を基にした来訪者数の算

定プロセスについて説明を行った。

○重点審議事業の選定説明

本日の審議事業における重点審議事業、要点審議事業の選定理由について、善委員長、

小野委員より説明を行った。
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○審議結果
事務局より再評価対象事業（河川３事業、公園１事業）について説明し、審議を行った。

【川内川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。
■委員からの意見
・河川激甚災害対策特別緊急事業にあたっては、事業規模が大きく環境への影響も心

配される。
・今後の再評価にあたっては、河川環境等へ配慮した取り組み内容を紹介すること。

【肝属川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。
■委員からの意見
・新たに加わった堤防強化の目的、内容等について次回委員会にて説明すること。

【松浦川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。
■委員からの意見
・特に無し。

【国営海の中道海浜公園 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。
■委員からの意見
・計画理念に掲げている「地区の風土を生かす 「自然保全と利用施設との調和」に」

ついて、引き続き整備計画に反映しながら事業に取り組んでいただきたい。
→従来から整備計画を策定する際には、学識経験者からなる委員会を設置し、地区の

風土や自然環境を活かした施設整備内容等を検討しているところ。

（ 、 ） 、 。事務局より事後評価対象事業 河川６事業 港湾１事業 について説明し 審議を行った

【川内川床上浸水対策特別緊急事業（川内川上流 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。
■委員からの意見
・ソフト対策の取り組みについて継続して実施していくこと。

【番匠川床上浸水対策特別緊急事業（脇排水機場 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。
■委員からの意見
・事業費の縮減が図られた事例として、今後の同種事業にも反映すること。
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【五ヶ瀬川床上浸水対策特別緊急事業（松山地区、小峰地区 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

【菊池川水系木葉川災害復旧等関連緊急事業】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

【白川特定構造物改築事業（代継橋 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。
■委員からの意見
・事業費の増加要因について十分に分析し、今後の事業へ反映させるよう取り組む

こと。

【肝属川直轄総合水系環境整備事業（串良川浄化事業 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。
■委員からの意見
・今後の同種事業については、施設整備や維持管理について地元との役割分担を検討

すること。

【中津港（田尻地区）複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。
■委員からの意見
・ 同種事業の計画・調査のあり方の見直しについて」の表現を分りやすく修正す「

ること。
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○審議結果
事務局より再評価対象事業（河川３事業、公園１事業）について説明し、審議を行った。

川内川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。

委員からの意見
◆ 全体的な事業の進め方として、自然環境に配慮した事業の工法を採用していると

の説明であるが、宮之城地区における環境影響評価の結果を教えて欲しい。
事務局 ：事業を進めるにあたり、委員会を設立し調査データを基に学識者等のご意見を伺

いながら進めているが、法に基づく環境影響評価は実施していない。
◆ 前回評価から事業費が変化しているが、自然環境の保全のために増えた費用はあ

るのか。
事務局 ：自然環境の保全を目的とした項目で費用を積み上げてはいないが、事業を進める

上で必要な対応を実施していく。
◆ 環境保全に必要な費用として事業費に計上できないか。

（事務局） 環境調査等の費用は計上している。
◆ 分水路掘削に関し、河床の安定性などは具体的にどのような検討をしているか。

（事務局） 分水路掘削による土砂堆積の分析は、模型実験等により検討している。
◆ 土砂管理については慎重に検討して頂きたい。

（事務局） 事業完成後においても、モニタリング等を実施する予定としている。
◆ 再開発事業によりダム上流の水位が変わり、土砂動態が変化するのではないか。

（事務局） ダム容量は変更となるが、ダム上流の水位は変わらない。
◆ 河川は外来種を運ぶ道具である。分水路委員会の中でアレチハナガサ等外来種へ

対する検討はなかったのか。
（事務局） 分水路は洪水時の流速が大きいため、水が流れる区間は景観に考慮した石張りを

予定しており、外来種等の植生は繁茂しにくい状況であると考えられる。
◆ 外来種の進入を防ぐためには、分水路に平常時も水を流し冠水頻度を高める方法

もある。
（事務局） 平常についても現在検討している。

◆ 自然環境に対する取り組みに関して、どの程度の費用を要するのか示した方が一
般的にも解りやすい。

（事務局） 事業の実施にあたっては多自然工法を取り入れることを前提として進めている。
そのため、事業全体として環境的な要素も含まれた事業費となっており、環境だ
け分離した費用を計上することは困難。

（事務局） 激特など再度災害防止であっても環境の学識者の意見を聞きながら進めている。
大淀川、北川の激特事業も事業進捗と同時並行で意見を聞きながら環境に配慮し
た取り組みを行っている。

◆ 環境保全に要する費用を抜き出すのは難しいと考えられる。
環境に配慮している事例等を示して説明するなど工夫すれば良いのではないか。

（事務局） 今後の再評価にあたっては、河川環境等へ配慮した取り組み内容を紹介するなど
説明資料へ反映していきたい。

◆ 河川激甚災害対策特別緊急事業にあたっては、事業規模が大きく環境への影響も
心配される。環境のことも記載された方が一般的にも説明し易いので、今後の再
評価にあたっては、河川環境等へ配慮した取り組み内容を紹介すること。
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【肝属川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。

委員からの意見
◆ 前回評価以降、堤防の質的強化の実施が追加となっているが、事業費については

変更となっていないため、説明が不十分である。
（事務局） 堤防の質的強化には１億円程度を見込んでいるが、その分はコスト縮減等で対応

可能と考えている。
◆ 事業を追加するのであれば、堤防の質的強化対策が必要な理由を説明すべき。

（事務局） 次回委員会で内容を説明したい。
◆ 新たに加わった堤防強化の目的、内容等について次回委員会にて説明すること。

【松浦川河川改修事業 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。

委員からの意見
◆ 整備の目的には、平成２年と平成１８年の両洪水への対応と書かれているが、整

備水準を決める上で目標とする洪水は平成１８年出水ということで良いか。
（事務局） 前回評価時は平成２年対応としていたが、今回評価では平成１８年対応が追加と

なった。
◆ 目標流量が基準地点松浦橋で１００㌧／秒程度の増加に対し、事業費が倍に増加

している要因は何か。
（事務局） １００㌧／秒増加することによる影響は、河口部付近では少ないが上流部では川

幅が狭く、水位に換算すると５０～６０㎝に相当する。
そのため、築堤や掘削に要する事業量が増加したことで費用も増加したもの。

【国営海の中道海浜公園 ・・・ 事業継続】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、事業継続で了承された。

委員からの意見
◆ 計画理念に「地区の風土を生かす 「自然保全と利用施設との調和」と書かれ」、

ているが、それを実現するため具体的にはどのような事を行っているのか。
（事務局） この地域の特徴的な風土である「白砂青松の海岸線」やその他の豊かな自然を保

全し生かすため、整備計画を策定する際には、動植物調査や学識経験者からなる
委員会を設置しご審議頂くこと等を通じて施設整備内容等を検討している。

◆ 従来からある動植物の生息環境は、施設整備を行う以上、ある程度の改変はやむ
を得ないと理解しているが、本来そこにあるものを取り込んで調和を図ることが
重要である。自然の生かし方を整備計画に取り込んで事業を進めて頂きたい。

（事務局） ご意見を踏まえ、今後とも整備計画を策定する際には、この地域の風土や自然環
境を生かした施設整備内容等の検討に取り組んで参りたい。

◆ Ｂ／Ｃの算定手法として説明された「旅行費用法」と「効用関数法」について、
算定方法を教えて頂きたい。また、今回アンケート調査を行っていればその内容
を教えて頂きたい。

（事務局） （算定方法について説明）今回は大規模公園費用対効果分析マニュアルに沿って
需要関数を導出しているのでアンケート調査は行っていない。

◆ 至極真っ当な手法であると思うが、公園特有の算出方法だと思うので、後ほどマ
ニュアルを頂きたい。

◆ 審議時間の制約もあるので、後ほどマニュアルを提出頂く事にしたい。
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◆ 公園区域に白地部分があるが、ここはどうなっているのか。
（事務局） 昭和４７年に米軍基地が返還されたあと、他の公共施設との調整が図られたよう

である。現在、白地部分は航空管制の適地という事で大阪航空局の施設や法務省
関係の施設など、他の公共施設用地として利用されている。

（ 、 ） 、 。事務局より事後評価対象事業 河川６事業 港湾１事業 について説明し 審議を行った

【川内川床上浸水対策特別緊急事業（川内川上流 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 平成９年洪水対応として事業完了しているが、仮にこの事業を実施しなかった場

合、平成１８年出水でどの程度被害が想定されるか分析しているか。
（事務局） 栗野地区については轟狭窄部を開削したことにより浸水被害の軽減が図られてお

り、床対事業の効果がみられた。
◆ 床対事業の実施により被害軽減が図られたのであれば、事業効果をアピールすべ

きである。
◆ 同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性で「ソフト対

策【情報治水】について考えることが必要である 」とのことであるが、具体的。
に今考えていることがあるのか。

（事務局） 出水以降、ソフト対策を検討する推進協議会等、市と一体となりアクションH18
プログラムの策定等取り組んでいる。
また、住民へのアンケート調査結果では から情報が重要であることが分かっTV
たことから、マスコミ等との勉強会も実施している。
今後も様々なソフト対策に取り組んでいきたい。

◆ ソフト対策の取り組みについて継続して実施して頂きたい。

【番匠川床上浸水対策特別緊急事業（脇排水機場 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 約１億円のコスト縮減が図られたことは十分に評価して良い。
◆ 同種事業へ活かされるよう「同種事業の調査・計画のありかた」の部分にコスト

縮減に関する内容を記載すべきである。

【五ヶ瀬川床上浸水対策特別緊急事業（松山地区、小峰地区 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 事業完了後において、洪水は発生したのか。

（事務局） 想定している規模の出水は発生していない。
◆ シュミレーションでは被害はないか。

（事務局） 計算上は被害が発生しないことが確認できる。
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【菊池川水系木葉川災害復旧等関連緊急事業】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 災害復旧等関連緊急事業（復緊）とはどのような事業か。

（事務局） －事業について説明－
◆ 事業実施による環境の変化の説明写真の撮影位置が違いすぎる。施工後の写真は

施工前と同じ方向からの写真でないと比較出来ない。
（事務局） 同じ方向からの写真としたい。

【白川特定構造物改築事業（代継橋 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 騒音対策等で事業費が上がっているとの説明だが、市街部での工事であり、騒音

震動対策は当初から想定できないことでもない。
コスト増の要因について分析し、今後の同種事業に反映すべきである。

（事務局） 事前に事業箇所周辺の状況等を踏まえた計画となるよう、今後の同種事業に反映
していきたい。

◆ 事業費の増加要因について十分に分析し、今後の事業へ反映させるよう取り組む
こと。

【肝属川直轄総合水系環境整備事業（串良川浄化事業 】）
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ ＢＯＤ経年変化グラフで平成１５年度の値が低いのはなぜか。

（事務局） 平成１５年は工事の関係で水質が悪い時期に水質調査が出来なかったためであ
る。

◆ 浄化施設の維持管理費はどのようにしているのか。
（事務局） 維持管理費は、ブロア点検費と排泥処理費等で４００万円、電気代で６００万円

程度であり国が実施している。但し、上流の清流ルネッサンスⅡの地区について
は地元負担を求めているところである。

。 。◆ 水質が悪いのはでんぷん工場で原因者が特定されている 原因者負担はないのか
（事務局） でんぷん工場も水質汚濁の一つの要因である。工場排水等は水質汚濁防止法等

で規制しており、規制内であるが一定規模以下の零細な事業者までは規制で縛り
。 、 。はない 自治体 河川管理者それぞれでやれるところをやっていこうとしている

◆ でんぷん工場排水はＭＡＸでどのくらいか。
（事務局） 日平均で１２０ｍｇ ｌとなっている。/

◆ 事前説明では中小規模の事業所には規制がかからないと聞いた。地元に負担させ
る事も必要ではないか。

（事務局） 今後、同種事業の採択や維持管理については、国と地方の役割分担を踏まえなが
ら検討していくことを記載している。

◆ 費用対効果算定では、工場で水質対策を実施したらどれくらい費用がかかるか算
定する方法もあるのではないか。

◆ 今後の同種事業については、施設整備や維持管理について、地元との役割分担に
ついては今後検討すること。
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【中津港（田尻地区）複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備事業】
■審議の結果、対応方針（原案）どおり、了承された。

委員からの意見
◆ 今回のサブプライム問題で自動車産業は落ち込んでいるが、どのように考えてい

るか。
（事務局） 背後に立地している企業は主として国内向け軽自動車を扱っており、先日、ヒア

リングを行った結果だと特段影響は出ていないという事である。今回は一過性の
ものであり将来的には回復するということや、普通車から軽自動車に乗り換えの
需要もあるということで特段影響はないと聞いている。

◆ おそらくこの企業のみ、その関連企業のみが使っている状況に今はなっていると
思うが、１社のためにインフラ整備をするのかと言われかねない。利用者負担と
してバース使用料をとっているのだろうが、この事業に対する利用者負担という
ものを本来は考えるべきだと思う。つまり、もともと想定されていたのはおそら
くこの企業なのだろうから、それをすべて国費から出すのはいかがなものか。

（事務局） 完成自動車だけを扱う岸壁とは当初から思っておらず、現在も完成自動車以外の
貨物を扱う企業にヒアリングをしており、背後に既に立地している日田のビール
会社、宇佐の焼酎会社は、今は神戸から空容器を陸送で運んでいるようだが、た
とえば背後の道路が整備されるなどインフラ整備が整えば中津港を使いたいと言
っている。当初から完成自動車だけを想定したものではない。

◆ 委員の意見はこの港に限らず、港湾整備全般にあるような疑問だと思う。
先ほど説明のあったとおりこの事業の主たる受益者は某企業であるが、そのよう
な事業は他にもある。港湾整備の場合は企業活動と密接に関係しているので、ど
うしても主たる代表の利用者はある特定企業という公共バースは他にもある。
特定企業が内部コストで専用バースを整備して、企業の事業活動が成立するので
あれば非公共バースとして整備される。しかしそのコストを内部化すると企業の
事業活動が成立しない場合は公共バースとなる。その場合は専用岸壁がないとい
うことで排他的な利用はせず、他の貨物も利用でき、将来的にはそのような利用
が見込まれてれば、対象貨物が特定企業であっても公共事業でやっていくという
のが港湾整備事業の全体の考え方である。そうしないと企業活動そのものが成り
立たない、あるいは地域の発展が出来ないというのが根底にあってそのような考
え方をとっている。
そこは一件一件、財務省と新規採択時に協議しながら、認められるものは認めら
れる。それが何故いいのかというと、今われわれのＢ／Ｃの議論では輸送コスト
の削減だけを便益としてみているが、他にも地元には法人税が落ち、雇用も創出
され、貨幣換算していない効果もたくさんあるため、これは税金で投資する価値
はあるという判断の元でそのような制度になっている。

◆ 「同種事業の計画・調査のあり方の見直しについて」に書かれている文章の意味
がわかりにくい。

◆ 「同種事業の計画・調査のあり方の見直しについて」の表現を分りやすく修正し
て頂きたい。

（事務局） 修正したい。




